
 

 

 

 

Ｑ 防犯登録って何？ 
   自転車の盗難防止と被害回復の促進を目的として行う、自転車の登録システムです。自転 

  車の防犯登録業務は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関す 

  る法律」に基づいて、岐阜県公安委員会の指定を受けた団体が運営しており、岐阜県では、 

「岐阜県自転車商協同組合」と「岐阜県防犯協会」 
  の２団体が運営しています。 

 

Ｑ どこで登録するの？ 
   まず、自転車を購入したお店にお尋ねください。 

  「購入したお店が防犯登録取扱店ではなかった。」「インターネットで購入した。」「友達から 

  譲ってもらった。」等、購入時に登録できなかったときは、下記の問合せ先までお問い合わ 

  せください。 

 

Ｑ 登録にはいくらかかるの？ 
  登録手数料が ７ ０ ０ 円 必要です。それ以外の費用は必要ありません。 

 

Ｑ 登録を抹消したいときはどうしたら？ 
   登録を抹消したいときは、登録手続をした販売店、又は下記の問合せ先までお問い合わせ 

  ください。手数料はかかりません。 

 

【問合せ先】 

自転車の防犯登録をしましょう！ 

防犯登録は 

法律で義務付けられています。 

岐阜県自転車商協同組合 

０５８－２６５－６５５６ 

（Ｌ又はＭで始まる番号） 

岐阜県防犯協会 

０５８－２７３－０２７０ 

（Ｂ又はＣで始まる番号） 


